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日 時 平成 24 年 6 月 26 日(火)13:30～15:30 

場 所 吉野作造記念館講座室 ℡23-7100 

講 師 特定社会保険労務士 星 大輔氏 

受講料 無 料ですが、モデル就業規則冊子代として 1 名 500 円頂きます。 

〆 切 ６月 21 日(木)まで、ＦＡＸ又はメールでお申込み下さい。 

    ホームページからも、申込みが出来ます。 

定 員 30 名(定員になり次第締め切りとします)  

申込み 公益社団法人大崎法人会  

大崎市古川東町 5 番 46 号 古川商工会議所会館 3Ｆ 

℡23-5859  Fax22-6395 e-mail  ohsakih@cocoa.ocn.ne.jp 

 

『就業規則の整備・高年齢者雇用に係る助成金』セミナー申込書 

事業所名  

ご住所  

ＴＥＬ  

参加者名  ＦＡＸ  

【個人情報の取り扱いについて】 

本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、本講座開催における本人確認、参加申込書作成及び講習会に関する連絡

のみ使用いたします。 

講座内容 

１・就業規則は、会社や雇用を守る 

２・就業規則上の労使トラブルの発生要因と対応 

３・65 歳雇用義務化の流れ 

４・高年齢者継続雇用奨励金 他 

 就業規則は、企業の安定と雇用の安定を守る、企業と労働者の労働

法規です。 

 作った時のままで、改正もせず、眠ったままにしていませんか？い

ざという時に、労使間のトラブルが発生することもあります。また、

平成 25 年４月 1 日以降は、65 歳までの雇用が義務化となります。 

 この度のセミナーでは、こうしたケースに適用するために内容の濃

いセミナーを開催します。是非ご参加ください。 

mailto:ohsakih@cocoa.ocn.ne.jp

